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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月6日(2013.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）単結晶又は非結晶基板上に金属又は半導体薄膜を蒸着させてなるシード層（seed
 layer）を形成する工程、
　（２）前記シード層上に凝集現象が起こる金属を蒸着させてなる中間層（buffer layer
）を形成する工程、
　（３）前記中間層の形成後、200～400 ℃の温度で熱処理してパターンを形成する工程
、及び
　（４）前記パターン上に誘電体、半導体、又は金属を蒸着させてなるターゲット層（ta
rget layer）を形成する工程を含む自己組織化されたナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項２】
　前記凝集現状が起こる金属がAu、Ag、Cu、Pt、Pd及びSnで構成された群から選ばれるこ
とを特徴とする請求項１に記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項３】
　前記熱処理が300～400 ℃で行われることを特徴とする請求項１又は２に記載のナノ構
造薄膜の製造方法。
【請求項４】
　前記熱処理が２時間～８時間行われることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項５】
　前記基板がガラス基板、シリコン酸化物基板、酸化マグネシウム（MgO）基板及び酸化
アルミニウム（Al2O3）基板で構成された群から選ばれることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項６】
　前記シード層を構成する物質が遷移金属であることを特徴とする請求項１～５のいずれ
か１項に記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項７】
　前記シード層を構成する物質がFe又はTiであることを特徴とする請求項１～６のいずれ
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か１項に記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項８】
　前記シード層の厚さが0 nmを超え、2 nm以下であることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか１項に記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項９】
　前記中間層の厚さが1～10 nmであることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記
載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項１０】
　前記中間層の厚さが2～8 nmであることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記
載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項１１】
　前記ターゲット層の厚さが0 nmを超え、30 nm以下であることを特徴とする請求項１～
１０のいずれか１項に記載のナノ構造薄膜の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載のナノ構造薄膜の製造方法によって製造されたナ
ノ構造薄膜。
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